
（１）改正地球温暖化対策推進法の成立
（環境省、令和３年5月26日）

①パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた

基本理念の新設

②地域の脱炭素化に貢献する事業を促進するための計画・認定

制度の創設

③脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・

オープンデータ化の推進

国の動向について

（２）地域脱炭素ロードマップ
（環境省、国・地方脱炭素実現会議、令和３年6月9日）

①地域と国が一体で取り組む地域の脱炭素イノベーション
②グリーン×デジタルでライフスタイルイノベーション
③社会を脱炭素に変えるルールのイノベーション
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国の動向について

（３）グリーン成長戦略
（経済産業省、成長戦略会議、令和３年6月18日）

◎成長が期待される14分野
エネルギー関連産業

①洋上風量・太陽光・地熱産業（次世代再生可能エネルギー）、

②水素・燃料アンモニア産業、③次世代熱エネルギー産業、

④原子力産業

輸送・製造関連産業

⑤自動車・蓄電池産業、⑥半導体・情報通信産業、⑦船舶産業、

⑧物流・人流・土木インフラ産業、⑨食料・農林水産業、

⑩航空機産業、⑪カーボンリサイクル・マテリアル産業

家庭・オフィス関連産業

⑫住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業、

⑬資源循環関連産業、⑭ライフスタイル関連産業
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